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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４つ以上の原色を用いて表示を行う多原色液晶表示装置であって、
　少なくとも２種類のサブセットを構成する複数の画素を絵素ごとに有し、
　前記少なくとも２種類のサブセットは、それぞれが白を表示することができ、
　前記少なくとも２種類のサブセットのうちの第１のサブセットに含まれる画素の少なく
とも１つが第２のサブセットに輝度を貸すレンダリング処理を実行でき、
　前記複数の画素のそれぞれは、互いに異なる輝度を呈し得る第１副画素および第２副画
素を有し、
　前記第２のサブセットは、前記少なくとも１つの画素の前記第１副画素および前記第２
副画素のうち、高い輝度を呈する方の副画素から輝度を借りる多原色液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第２のサブセットに輝度を貸す、前記少なくとも１つの画素の高い輝度を呈する方
の副画素は、前記第２のサブセットに隣接している請求項１に記載の多原色液晶表示装置
。
【請求項３】
　前記複数の画素のそれぞれを前記第１副画素と前記第２副画素とに分割するパターンが
、特定の原色を表示する画素と他の画素とで異なっている請求項２に記載の多原色液晶表
示装置。
【請求項４】
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　前記特定の原色を表示する画素は、前記第２のサブセットに輝度を貸す副画素を含んで
いる請求項３に記載の多原色液晶表示装置。
【請求項５】
　前記第１副画素と前記第２副画素とは、互いに異なる形状を有し、
　前記第１副画素および前記第２副画素の輝度の大きさの順位と、前記第１副画素および
前記第２副画素の形状との対応関係が、特定の原色を表示する画素と他の画素とで異なっ
ている請求項２に記載の多原色液晶表示装置。
【請求項６】
　前記特定の原色を表示する画素は、前記第２のサブセットに輝度を貸す副画素を含んで
いる請求項５に記載の多原色液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットは、それぞれ複数あってマトリクス
状に配列されている請求項１から６のいずれかに記載の多原色液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットは、所定の方向に沿って交互に配置
されており、任意の第２のサブセットは、前記所定の方向に沿って一側に隣接した第１の
サブセットおよび他側に隣接した第１のサブセットの一方から輝度を借りる請求項７に記
載の多原色液晶表示装置。
【請求項９】
　前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットは、所定の方向に沿って交互に配置
されており、任意の第２のサブセットは、前記所定の方向に沿って一側に隣接した第１の
サブセットおよび他側に隣接した第１のサブセットの両方から輝度を借りる請求項７に記
載の多原色液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記複数の画素のそれぞれは、液晶層と、前記液晶層に電界を印加する複数の電極とを
含み、
　前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットは、所定の方向に沿って交互に配置
されており、
　前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットに含まれる画素は、それぞれのサブ
セット内で前記所定の方向に沿って配列されており、
　前記第１のサブセットに含まれる画素の数および前記第２のサブセットに含まれる画素
の数の合計は、偶数であり、
　前記複数の画素のそれぞれの前記液晶層に印加される電界の方向が、前記所定の方向に
おいて２画素ごとに反転する請求項７から９のいずれかに記載の多原色液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記４つ以上の原色は、赤、緑および青を含む請求項１から１０のいずれかに記載の多
原色液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記４つ以上の原色は、黄およびシアンをさらに含む請求項１１に記載の多原色液晶表
示装置。
【請求項１３】
　前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットの一方は、赤を表示する第１の赤画
素、青を表示する青画素および黄を表示する黄画素を含み、他方は、赤を表示する第２の
赤画素、緑を表示する緑画素およびシアンを表示するシアン画素を含む請求項１２に記載
の多原色液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットの一方は、赤を表示する赤画素、緑
を表示する緑画素およびシアンを表示するシアン画素を含み、他方は、青を表示する青画
素および黄を表示する黄画素を含む請求項１２に記載の多原色液晶表示装置。
【請求項１５】
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　前記４つ以上の原色は、マゼンタをさらに含む請求項１２に記載の多原色液晶表示装置
。
【請求項１６】
　前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットの一方は、赤を表示する赤画素、緑
を表示する緑画素および青を表示する青画素を含み、他方は、シアンを表示するシアン画
素、マゼンタを表示するマゼンタ画素および黄を表示する黄画素を含む請求項１５に記載
の多原色液晶表示装置。
【請求項１７】
　前記レンダリング処理は、前記第１のサブセットによって表示される白と、前記第２の
サブセットによって表示される白との輝度、色度および色温度の少なくとも１つの差が前
記レンダリング処理を実行しない場合に比べて小さくなるように実行される請求項１から
１６のいずれかに記載の多原色液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関し、特に、４つ以上の原色を用いて表示を行う多原色液晶
表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、液晶表示装置が様々な用途に利用されている。一般的な液晶表示装置では、光の
三原色である赤、緑、青を表示する３つの画素によって１つの絵素が構成されており、そ
のことによってカラー表示が可能になっている。
【０００３】
　しかしながら、従来の液晶表示装置は、表示可能な色の範囲（「色再現範囲」と呼ばれ
る。）が狭いという問題を有している。図８１に、三原色を用いて表示を行う従来の液晶
表示装置の色再現範囲を示す。図８１は、ＸＹＺ表色系におけるｘｙ色度図であり、赤、
緑、青の三原色に対応した３つの点を頂点とする三角形が色再現範囲を表している。また
、図中には、Pointerによって明らかにされた、自然界に存在する様々な物体の色（非特
許文献１参照）が×印でプロットされている。図８１からわかるように、色再現範囲に含
まれない物体色が存在しており、三原色を用いて表示を行う液晶表示装置では、一部の物
体色を表示することができない。
【０００４】
　そこで、液晶表示装置の色再現範囲を広くするために、表示に用いる原色の数を４つ以
上に増やす手法が提案されている。例えば、特許文献１には、図８２に示すように、赤、
緑、青、黄、シアン、マゼンタを表示する６つの画素Ｒ、Ｇ、Ｂ、Ｙｅ、Ｃ、Ｍによって
１つの絵素Ｐが構成された液晶表示装置が開示されている。この液晶表示装置の色再現範
囲を図８３に示す。図８３に示すように、６つの原色に対応した６つの点を頂点とする六
角形によって表される色再現範囲は、物体色をほぼ網羅している。このように、表示に用
いる原色の数を増やすことによって、色再現範囲を広くすることができる。
【０００５】
　また、特許文献１には、赤、緑、青、黄を表示する４つの画素によって１つの絵素が構
成された液晶表示装置や、赤、緑、青、黄、シアンを表示する５つの画素によって１つの
絵素が構成された液晶表示装置も開示されている。４つ以上の原色を用いることにより、
三原色を用いて表示を行う従来の液晶表示装置よりも色再現範囲を広くすることができる
。本願明細書では、４つ以上の原色を用いて表示を行う液晶表示装置を「多原色液晶表示
装置」と総称する。
【０００６】
　最近では、多原色液晶表示装置の表示品位をさらに高くするための提案もなされている
。例えば、特許文献２には、図８４に示すように、多原色液晶表示装置の１つの絵素Ｐ内
に赤を表示する画素を２つ（第１の赤画素Ｒ１および第２の赤画素Ｒ２）設けることによ
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って明るい赤を表示する技術が開示されている。
【特許文献１】特表２００４－５２９３９６号公報
【特許文献２】国際公開第２００７／０３４７７０号パンフレット
【非特許文献１】M. R. Pointer, "The gamut of real surface colors," Color Researc
h and Application, Vol.5, No.3, pp.145-155 (1980)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　多原色液晶表示装置が有する複数の画素は、三原色以外の原色を表示する画素を含んで
いるので、それぞれが白を表示可能な２種類以上のサブセットを構成し得る。例えば赤、
緑、青、黄、シアン、マゼンタの６つの原色を用いて表示を行う多原色液晶表示装置の画
素は、図８５に示すように、赤画素Ｒ、緑画素Ｇおよび青画素Ｂを含むサブセットＳ１と
、シアン画素Ｃ、マゼンタ画素Ｍおよび黄画素Ｙｅを含むサブセットＳ２とを構成するこ
とができる。また、特許文献２に開示されている多原色液晶表示装置の画素は、図８６に
示すように、第１の赤画素Ｒ１、青画素Ｂおよび黄画素Ｙｅを含むサブセットＳ１と、第
２の赤画素Ｒ２、緑画素Ｇおよびシアン画素Ｃを含むサブセットＳ２とを構成することが
できる。２種類のサブセットＳ１およびＳ２のそれぞれを表示単位とすることによって、
より解像度の高い表示を行うことができる。
【０００８】
　しかしながら、２種類のサブセットＳ１およびＳ２は、互いに異なる色の画素を含んで
いるため、一方のサブセットＳ１によって表示される白と、他方のサブセットＳ２によっ
て表示される白とは、厳密には一致しない。例えば、図８７（ａ）に示すように一方のサ
ブセットＳ１を用いて白線を表示する場合と、図８７（ｂ）に示すように他方のサブセッ
トＳ２を用いて白線を表示する場合とでは、白線の輝度や色度、色温度が異なってしまう
。
【０００９】
　そこで、本願発明者は、一方のサブセットを用いて白を表示する際に、他方のサブセッ
トに含まれる画素を所定の輝度で補助的に点灯させることによって、表示される白の輝度
等を調整することを検討した。例えば、図８８に示すように、一方のサブセットＳ２を用
いて白線を表示する際に他方のサブセットＳ１に含まれる第１の赤画素Ｒ１および青画素
Ｂを所定の輝度で点灯させることにより、２種類のサブセットＳ１およびＳ２のそれぞれ
によって表示される白線の輝度や色度、色温度の差を小さくすることができると考えられ
る。
【００１０】
　ところが、図８８からもわかるように、サブセットＳ１に含まれる第１の赤画素Ｒ１お
よび青画素Ｂを点灯させると、サブセットＳ２によって表示される白線の幅が太く見えて
しまうので、解像度が低下し、なめらかで精細度の高い表示を行うことができない。
【００１１】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、多原色液晶表示装置に
おいて従来よりもなめらかで精細度の高い表示を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明による多原色液晶表示装置は、４つ以上の原色を用いて表示を行う多原色液晶表
示装置であって、少なくとも２種類のサブセットを構成する複数の画素を有し、前記少な
くとも２種類のサブセットのうちの第１のサブセットに含まれる画素の少なくとも１つが
第２のサブセットに輝度を貸すレンダリング処理を実行でき、前記複数の画素のそれぞれ
は、互いに異なる輝度を呈し得る第１副画素および第２副画素を有し、前記第２のサブセ
ットは、前記少なくとも１つの画素の前記第１副画素および前記第２副画素のうち、高い
輝度を呈する方の副画素から輝度を借りる。
【００１３】
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　ある好適な実施形態において、前記第２のサブセットに輝度を貸す、前記少なくとも１
つの画素の高い輝度を呈する方の副画素は、前記第２のサブセットに隣接している。
【００１４】
　ある好適な実施形態において、前記複数の画素のそれぞれを前記第１副画素と前記第２
副画素とに分割するパターンが、特定の原色を表示する画素と他の画素とで異なっている
。
【００１５】
　ある好適な実施形態において、前記特定の原色を表示する画素は、前記第２のサブセッ
トに輝度を貸す副画素を含んでいる。
【００１６】
　ある好適な実施形態において、前記第１副画素と前記第２副画素とは、互いに異なる形
状を有し、前記第１副画素および前記第２副画素の輝度の大きさの順位と、前記第１副画
素および前記第２副画素の形状との対応関係が、特定の原色を表示する画素と他の画素と
で異なっている。
【００１７】
　ある好適な実施形態において、前記特定の原色を表示する画素は、前記第２のサブセッ
トに輝度を貸す副画素を含んでいる。
【００１８】
　ある好適な実施形態において、前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットは、
それぞれ複数あってマトリクス状に配列されている。
【００１９】
　ある好適な実施形態において、前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットは、
所定の方向に沿って交互に配置されており、任意の第２のサブセットは、前記所定の方向
に沿って一側に隣接した第１のサブセットおよび他側に隣接した第１のサブセットの一方
から輝度を借りる。
【００２０】
　ある好適な実施形態において、前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットは、
所定の方向に沿って交互に配置されており、任意の第２のサブセットは、前記所定の方向
に沿って一側に隣接した第１のサブセットおよび他側に隣接した第１のサブセットの両方
から輝度を借りる。
【００２１】
　ある好適な実施形態において、前記複数の画素のそれぞれは、液晶層と、前記液晶層に
電界を印加する複数の電極とを含み、前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセット
は、所定の方向に沿って交互に配置されており、前記第１のサブセットおよび前記第２の
サブセットに含まれる画素は、それぞれのサブセット内で前記所定の方向に沿って配列さ
れており、前記第１のサブセットに含まれる画素の数および前記第２のサブセットに含ま
れる画素の数の合計は、偶数であり、前記複数の画素のそれぞれの前記液晶層に印加され
る電界の方向が、前記所定の方向において２画素ごとに反転する。
【００２２】
　ある好適な実施形態において、前記４つ以上の原色は、赤、緑および青を含む。
【００２３】
　ある好適な実施形態において、前記４つ以上の原色は、黄およびシアンをさらに含む。
【００２４】
　ある好適な実施形態において、前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットの一
方は、赤を表示する第１の赤画素、青を表示する青画素および黄を表示する黄画素を含み
、他方は、赤を表示する第２の赤画素、緑を表示する緑画素およびシアンを表示するシア
ン画素を含む。
【００２５】
　ある好適な実施形態において、前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットの一
方は、赤を表示する赤画素、緑を表示する緑画素およびシアンを表示するシアン画素を含
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み、他方は、青を表示する青画素および黄を表示する黄画素を含む。
【００２６】
　ある好適な実施形態において、前記４つ以上の原色は、マゼンタをさらに含む。
【００２７】
　ある好適な実施形態において、前記第１のサブセットおよび前記第２のサブセットの一
方は、赤を表示する赤画素、緑を表示する緑画素および青を表示する青画素を含み、他方
は、シアンを表示するシアン画素、マゼンタを表示するマゼンタ画素および黄を表示する
黄画素を含む。
【００２８】
　ある好適な実施形態において、前記レンダリング処理は、前記第１のサブセットによっ
て表示される白と、前記第２のサブセットによって表示される白との輝度、色度および色
温度の少なくとも１つの差が前記レンダリング処理を実行しない場合に比べて小さくなる
ように実行される。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明による多原色液晶表示装置は、少なくとも２種類のサブセットを構成する複数の
画素を有しており、第１のサブセットに含まれる画素の少なくとも１つが第２のサブセッ
トに輝度を貸すレンダリング処理を実行できる。そのため、第１のサブセットによって表
示される白と第２のサブセットによって表示される白との輝度や色度、色温度の差を小さ
くすることができる。また、本発明による多原色液晶表示装置の各画素は、互いに異なる
輝度を呈し得る第１副画素および第２副画素を有しており、第２のサブセットは、第１副
画素および第２副画素のうち、高い輝度を呈する方の副画素から輝度を借りる。つまり、
本発明による多原色液晶表示装置では、副画素単位で輝度の貸し借りが行われる。そのた
め、従来よりもなめらかで精細度の高い表示を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の好適な実施形態における多原色液晶表示装置１００の画素配列を示す図
である。
【図２】本発明の好適な実施形態における多原色液晶表示装置１００の画素配列を示す図
である。
【図３】多原色液晶表示装置１００の具体的な画素構造の例を示す図である。
【図４】多原色液晶表示装置１００の具体的な画素構造の他の例を示す図である。
【図５】多原色液晶表示装置１００の各画素の第１副画素および第２副画素が呈する輝度
と、電圧との関係を示すグラフである。
【図６】多原色液晶表示装置１００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図であ
る。
【図７】多原色液晶表示装置１００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図であ
る。
【図８】レンダリング処理（輝度の貸し借り）の実行前と実行後について、サブセットＳ
１およびＳ２のそれぞれによって表示される白のＹ値（輝度）を示すグラフである。
【図９】レンダリング処理（輝度の貸し借り）の実行前と実行後について、サブセットＳ
１およびＳ２のそれぞれによって表示される白のｘｙ色度を示すグラフである。
【図１０】図７に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図で
ある。
【図１１】各画素が複数の副画素に分割されていない多原色液晶表示装置における輝度の
貸し借りの様子を模式的に示す図である。
【図１２】図１０に示すような輝度の貸し借りを行ったときの画素の点灯状態を示す図で
ある。
【図１３】多原色液晶表示装置１００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
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【図１４】図１３に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図１５】図１２に示した点灯状態において視認される白線の輪郭を示す図である。
【図１６】図１０に示した点灯状態において視認される白線の輪郭を示す図である。
【図１７】図１４に示した点灯状態において視認される白線の輪郭を示す図である。
【図１８】図１５に示した輪郭線Ｏ１と図１６に示した輪郭線Ｏ２とを併せて示す図であ
る。
【図１９】図１５に示した輪郭線Ｏ１と図１７に示した輪郭線Ｏ３とを併せて示す図であ
る。
【図２０】本発明の好適な実施形態における多原色液晶表示装置２００の画素配列を示す
図である。
【図２１】多原色液晶表示装置２００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図２２】多原色液晶表示装置２００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図２３】図２２に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図２４】各画素が複数の副画素に分割されていない多原色液晶表示装置における輝度の
貸し借りの様子を模式的に示す図である。
【図２５】図２４に示すような輝度の貸し借りを行ったときの画素の点灯状態を示す図で
ある。
【図２６】多原色液晶表示装置２００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図２７】多原色液晶表示装置２００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図２８】図２７に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図２９】多原色液晶表示装置２００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図３０】図２９に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図３１】図２５に示した点灯状態において視認される白線の輪郭を示す図である。
【図３２】図２８に示した点灯状態において視認される白線の輪郭を示す図である。
【図３３】図３０に示した点灯状態において視認される白線の輪郭を示す図である。
【図３４】図３１に示した輪郭線Ｏ４と図３２に示した輪郭線Ｏ５とを併せて示す図であ
る。
【図３５】図３１に示した輪郭線Ｏ４と図３３に示した輪郭線Ｏ６とを併せて示す図であ
る。
【図３６】多原色液晶表示装置２００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図３７】多原色液晶表示装置２００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図３８】図３７に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図３９】図３７に示すようなレンダリング処理（輝度の貸し借り）の実行前と実行後に
ついて、サブセットＳ１およびＳ２のそれぞれによって表示される白のＹ値（輝度）を示
すグラフである。
【図４０】（ａ）から（ｆ）は、各画素の分割パターンの例を示す図である。
【図４１】輝度を貸す明副画素と輝度を借りるサブセットとの位置関係を特定する際に考
慮すべき事項を説明するための図である。
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【図４２】本発明の好適な実施形態における多原色液晶表示装置３００の画素配列を示す
図である。
【図４３】多原色液晶表示装置３００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図４４】多原色液晶表示装置３００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図４５】図４４に示すようなレンダリング処理（輝度の貸し借り）の実行前と実行後に
ついて、サブセットＳ１およびＳ２のそれぞれによって表示される白のＹ値（輝度）を示
すグラフである。
【図４６】図４４に示すようなレンダリング処理（輝度の貸し借り）の実行前と実行後に
ついて、サブセットＳ１およびＳ２のそれぞれによって表示される白のｘｙ色度を示すグ
ラフである。
【図４７】図４４に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図４８】各画素が複数の副画素に分割されていない多原色液晶表示装置における輝度の
貸し借りの様子を模式的に示す図である。
【図４９】図４８に示すような輝度の貸し借りを行ったときの画素の点灯状態を示す図で
ある。
【図５０】多原色液晶表示装置３００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図５１】図５０に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図５２】本発明の好適な実施形態における多原色液晶表示装置４００の画素配列を示す
図である。
【図５３】（ａ）および（ｂ）は、多原色液晶表示装置４００における輝度の貸し借りの
様子を模式的に示す図である。
【図５４】多原色液晶表示装置４００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図５５】図５４に示すようなレンダリング処理（輝度の貸し借り）の実行前と実行後に
ついて、サブセットＳ１およびＳ２のそれぞれによって表示される白のＹ値（輝度）を示
すグラフである。
【図５６】図５４に示すようなレンダリング処理（輝度の貸し借り）の実行前と実行後に
ついて、サブセットＳ１およびＳ２のそれぞれによって表示される白のｘｙ色度を示すグ
ラフである。
【図５７】図５４に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図５８】図５４に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図５９】多原色液晶表示装置４００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図６０】図５９に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図６１】図５９に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図６２】本発明の好適な実施形態における多原色液晶表示装置５００の画素配列を示す
図である。
【図６３】多原色液晶表示装置５００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図６４】図６３に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。



(9) JP 5044656 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

【図６５】図６３に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図６６】多原色液晶表示装置５００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図６７】図６６に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図６８】図６６に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図６９】本発明の好適な実施形態における多原色液晶表示装置６００の画素配列を示す
図である。
【図７０】多原色液晶表示装置６００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図７１】多原色液晶表示装置６００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図７２】図７１に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図７３】多原色液晶表示装置６００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図７４】多原色液晶表示装置６００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図７５】図７４に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図７６】多原色液晶表示装置６００においてドット反転駆動を行ったときに各画素の液
晶層に印加される電界の向きを示す図である。
【図７７】多原色液晶表示装置６００において２ソースライン反転駆動を行ったときに各
画素の液晶層に印加される電界の向きを示す図である。
【図７８】多原色液晶表示装置６００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図７９】多原色液晶表示装置６００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す図で
ある。
【図８０】図７９に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を示す図
である。
【図８１】三原色を表示に用いる従来の液晶表示装置の色再現範囲を示す図である。
【図８２】従来の多原色液晶表示装置を模式的に示す図である。
【図８３】図８２に示す多原色液晶表示装置の色再現範囲を示す図である。
【図８４】従来の多原色液晶表示装置を模式的に示す図である。
【図８５】図８２に示す従来の多原色液晶表示装置の複数の画素によって構成される２種
類のサブセットを示す図である。
【図８６】図８４に示す従来の多原色液晶表示装置の複数の画素によって構成される２種
類のサブセットを示す図である。
【図８７】（ａ）は、２種類のサブセットのうちの一方を用いて白線を表示した場合を示
し、（ｂ）は、２種類のサブセットのうちの他方を用いて白線を表示した場合を示す図で
ある。
【図８８】一方のサブセットを用いて白線を表示する際に、他方のサブセットに含まれる
画素を所定の輝度で補助的に点灯させる様子を示す図である。
【符号の説明】
【００３１】
　Ｒ　　赤画素
　Ｒ１　　第１の赤サブ画素
　Ｒ２　　第２の赤サブ画素
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　Ｇ　　緑サブ画素
　Ｂ　　青サブ画素
　Ｃ　　シアンサブ画素
　Ｍ　　マゼンタ画素
　Ｙｅ　　黄サブ画素
　Ｓ１、Ｓ２　　サブセット
　１０　　画素
　１０ａ　　第１副画素
　１０ｂ　　第２副画素
　１２　　走査線
　１４、１４ａ、１４ｂ　　信号線
　１６ａ、１６ｂ　　ＴＦＴ
　１８ａ、１８ｂ　　副画素電極
　２２ａ、２２ｂ　　補助容量
　２４ａ、２４ｂ　　補助容量配線
　１００、２００、３００　　多原色液晶表示装置
　４００、５００、６００　　多原色液晶表示装置
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。なお、本発明は以下の実施形
態に限定されるものではなく、４つ以上の原色を用いて表示を行う多原色液晶表示装置全
般に広く用いられる。
【００３３】
　（実施形態１）
　図１に、本実施形態における多原色液晶表示装置（以下では単に「ＬＣＤ」とも称する
。）１００の画素配列を示す。ＬＣＤ１００は、図１に示すように、赤を表示する第１の
赤画素Ｒ１および第２の赤画素Ｒ２、緑を表示する緑画素Ｇ、青を表示する青画素Ｂ、黄
を表示する黄画素Ｙｅ、シアンを表示するシアン画素Ｃを有している。これら複数の画素
は、複数の行および複数の列を有するマトリクス状に配列されており、より具体的には、
第１の赤画素Ｒ１、黄画素Ｙｅおよび青画素Ｂが循環的に配列された画素行と、第２の赤
画素Ｒ２、緑画素Ｇおよびシアン画素Ｃが循環的に配列された画素行とが列方向に沿って
交互に配置されている。各画素は、液晶層と、液晶層に電界を印加する複数の電極とを含
んでいる。
【００３４】
　ＬＣＤ１００は、図１に示しているように、第１の赤画素Ｒ１、第２の赤画素Ｒ２、緑
画素Ｇ、青画素Ｂ、黄画素Ｙｅおよびシアン画素Ｃの６つの画素をカラー表示の最小単位
（つまり１つの絵素Ｐ）として表示を行うことができる。ＬＣＤ１００では、三原色を用
いて表示を行う一般的なＬＣＤよりも、表示に用いられる原色の数が多いので、色再現範
囲が広く、種々の物体色を網羅的に表示することができる。さらに、ＬＣＤ１００は、赤
を表示する第１の赤画素Ｒ１と第２の赤画素Ｒ２とを含んでいるので、特許文献２にも開
示されているように、明るい赤を表示することができる。なお、第１の赤サブ画素Ｒ１の
表示する赤と第２の赤サブ画素Ｒ２の表示する赤とは、異なっていてもよいし、同じであ
ってもよい。
【００３５】
　また、ＬＣＤ１００の複数の画素は、図２に示すように、それぞれが白を表示し得る２
種類のサブセットＳ１およびＳ２を構成することができる。一方のサブセットＳ１は、第
１の赤画素Ｒ１、黄画素Ｙｅおよび青画素Ｂを含んでおり、他方のサブセットＳ２は、第
２の赤画素Ｒ２、緑画素Ｇおよびシアン画素Ｃを含んでいる。サブセットＳ１およびサブ
セットＳ２は、それぞれ複数あってマトリクス状に配列されており、行方向に沿ってはサ
ブセットＳ１またはサブセットＳ２が連続して配置され、列方向に沿ってはサブセットＳ
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１とサブセットＳ２とが交互に配置されている。このように、複数の画素が２種類のサブ
セットＳ１およびＳ２を構成し得るので、ＬＣＤ１００では、サブセットＳ１およびＳ２
のそれぞれを表示単位とすることにより、より解像度の高い表示を行うことができる。
【００３６】
　ただし、サブセットＳ１によって表示される白と、サブセットＳ２によって表示される
白とは、厳密には一致しない。そこで、本実施形態におけるＬＣＤ１００は、２種類のサ
ブセットＳ１およびＳ２のうちの一方のサブセットを用いて白を表示する際に、他方のサ
ブセットに含まれる画素の少なくとも１つを所定の輝度で点灯させる。このように、ある
種類のサブセット（便宜的に「第１のサブセット」と称する。）に含まれる画素を、他の
種類のサブセット（便宜的に「第２のサブセット」と称する）が白を表示する際に補助的
に点灯させることを、本願明細書では、第１のサブセットの画素が第２のサブセットに「
輝度を貸す」、あるいは、第２のサブセットが第１のサブセットの画素から「輝度を借り
る」と表現する。本実施形態のＬＣＤ１００では、２種類のサブセットＳ１およびＳ２の
うちの一方のサブセット（第１のサブセット）に含まれる画素の少なくとも１つが他方の
サブセット（第２のサブセット）に輝度を貸すようなレンダリング処理が実行されるので
、それぞれのサブセットによって表示される白の輝度や色度、色温度の差を小さくするこ
とができる。
【００３７】
　上述したようなレンダリング処理を単純に行うと、図８８を参照しながら既に説明した
ように解像度の低下を招いてしまうが、本実施形態のＬＣＤ１００は、以下に説明するよ
うな構成を有していることにより、上述したようなレンダリング処理を行った場合でも、
解像度の低下が抑制される。
【００３８】
　図３に、ＬＣＤ１００の各画素１０の具体的な構造を示す。図３に示すように、各画素
１０は、互いに異なる輝度を呈し得る第１副画素１０ａおよび第２副画素１０ｂを有して
いる。つまり、各画素１０は、ある階調の表示を行う際に、第１副画素１０ａおよび第２
副画素１０ｂのそれぞれの液晶層に印加される実効電圧が異なるように駆動され得る。な
お、１つの画素１０が有する副画素の数（画素の分割数ということもある。）は２に限ら
れず、例えば、第１副画素１０ａおよび第２副画素１０ｂと異なる電圧を印加することが
できる第３副画素（不図示）をさらに設けてもよい。
【００３９】
　このように、画素１０を互いに異なる輝度を呈し得る複数の副画素１０ａおよび１０ｂ
に分割すると、異なるγ特性が混合された状態で観察されるので、γ特性の視角依存性（
正面観測時のγ特性と斜め観測時のγ特性が異なるという問題点）が改善される。γ特性
とは表示輝度の階調依存性であり、γ特性が正面方向と斜め方向で異なるということは、
階調表示状態が観測方向によって異なるということである。上述したように画素を複数の
副画素に分割することによってγ特性の視角依存性を改善する技術は、「マルチ画素駆動
」と呼ばれ、特開２００４－６２１４６号公報などに開示されている。
【００４０】
　第１副画素１０ａおよび第２副画素１０ｂの液晶層に大きさの異なる実効電圧を印加す
るための構成は、上記特開２００４－６２１４６号公報の他、特開２００６－３９１３０
号公報、特開２００６－２０１７６４号公報、特開２００７－２２６２４２号公報などに
開示されているように種々の構成であり得る。
【００４１】
　例えば、図３に示す構成を採用することができる。従来のＬＣＤにおいては、１つの画
素はスイッチング素子（例えばＴＦＴ）を介して信号線に接続された唯一の画素電極を有
しているのに対し、図３に示す１つの画素１０は、互いに異なる信号線１４ａおよび１４
ｂに、それぞれ対応するＴＦＴ１６ａおよび１６ｂを介して接続された２つの副画素電極
１８ａおよび１８ｂを有している。
【００４２】
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　第１副画素１０ａおよび第２副画素１０ｂは、１つの画素１０を構成するので、ＴＦＴ
１６ａおよび１６ｂのゲートは共通の走査線（ゲートライン）１２に接続され、同じ走査
信号によってオン／オフ制御される。信号線（ソースライン）１４ａおよび１４ｂには、
第１副画素１０ａと第２副画素１０ｂとが異なる輝度を呈するように信号電圧（階調電圧
）が供給される。
【００４３】
　あるいは、図４に示す構成を採用することもできる。図４に示す構成では、ＴＦＴ１６
ａおよびＴＦＴ１６ｂのソース電極は共通の（同一の）信号線１４に接続されている。ま
た、第１副画素１０ａおよび第２副画素１０ｂには、それぞれ補助容量（ＣＳ）２２ａお
よび２２ｂが設けられている。補助容量２２ａおよび２２ｂは、それぞれ補助容量配線（
ＣＳライン）２４ａおよび２４ｂに接続されている。補助容量２２ａおよび２２ｂは、そ
れぞれ副画素電極１８ａおよび１８ｂに電気的に接続された補助容量電極と、補助容量配
線２４ａおよび２４ｂに電気的に接続された補助容量対向電極と、これらの間に設けられ
た絶縁層（いずれも不図示）によって形成されている。補助容量２２ａおよび２２ｂの補
助容量対向電極は互いに独立しており、それぞれ補助容量配線２４ａおよび２４ｂから互
いに異なる電圧（補助容量対向電圧という。）が供給され得る構造を有している。補助容
量対向電極に供給される補助容量対向電圧を変化させることによって、容量分割を利用し
て、第１副画素１０ａの液晶層と第２副画素１０ｂの液晶層とに印加される実効電圧を異
ならせることができる。
【００４４】
　図３に示した構成では、第１副画素１０ａおよび第２副画素１０ｂに、それぞれ独立し
たＴＦＴ１６ａおよび１６ｂが接続されており、これらＴＦＴ１６ａおよび１６ｂのソー
ス電極は、それぞれに対応する信号線１４ａおよび１４ｂに接続されている。従って、複
数の副画素１０ａおよび１０ｂの液晶層に任意の実効電圧を印加することができる反面、
信号線（１４ａ、１４ｂ）の数が従来のＬＣＤにおける信号線の数の２倍となり、信号線
駆動回路の数も２倍必要となる。
【００４５】
　これに対し、図４に示す構成を採用すると、副画素電極１８ａおよび１８ｂのそれぞれ
に対して異なる信号電圧を印加する必要がないので、ＴＦＴ１６ａおよび１６ｂを共通の
信号線１４に接続し、同じ信号電圧を供給すればよい。従って、信号線１４の本数は、従
来のＬＣＤと同じであり、信号線駆動回路の構成も従来のＬＣＤで用いられるものと同じ
構成を採用できる。
【００４６】
　図４に示す構成を採用した場合における、第１副画素１０ａおよび第２副画素１０ｂが
呈する輝度と、電圧（副画素電極１８ａおよび１８ｂに供給される信号電圧）との関係を
図５に示す。図５に示すように、同じ電圧が供給されているにも関わらず、一方の副画素
は他方の副画素よりも高い輝度を呈する。以下では、相対的に高い輝度を呈する方の副画
素を「明副画素」とも呼び、相対的に低い輝度を呈する方の副画素を「暗副画素」とも呼
ぶ。
【００４７】
　本実施形態のＬＣＤ１００では、レンダリング処理を実行する際に、輝度を借りる方の
サブセット（第２のサブセット）は、輝度を貸す方のサブセット（第１のサブセット）に
含まれる画素の明副画素から輝度を借りる。つまり、第１のサブセットの画素は、画素全
体を点灯させることによって輝度を貸すのではなく、一方の副画素（明副画素）を点灯さ
せることにより、副画素単位で輝度を貸す。
【００４８】
　図６および図７に、このような輝度の貸し借りの例を模式的に示す。図６および図７で
は、各画素の明副画素に「Ｈ」、暗副画素に「Ｌ」と付記している。なお、表示のちらつ
きを抑制するためには、副画素の輝度順位（輝度の大小関係の順位）を可能な限りランダ
ムに配置することが好ましく、表示上最も好ましいのは、輝度順位の等しい副画素が互い
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に列方向、および行方向に隣接しない配置である。つまり、図６および図７に示している
ように、輝度順位の等しい副画素を市松状に配置することが好ましい。
【００４９】
　本実施形態のＬＣＤ１００では、図６および図７に示すように、サブセットＳ２が、サ
ブセットＳ１に含まれる第１の赤画素Ｒ１および青画素Ｂの明副画素から輝度を借りる（
図中に矢印で表現されている）。表１、表２、図８および図９に、上述したようなレンダ
リング処理の実行前と実行後について、各画素のＹ値およびｘｙ色度と、サブセットＳ１
およびＳ２のそれぞれによって表示される白のＹ値（輝度）、ｘｙ色度および色温度とを
示す。なお、Ｙ値については、合計を１００％とした相対値を示している。
【００５０】
【表１】

【００５１】
【表２】

【００５２】
　レンダリング処理の実行前は、表１、図８および図９に示すように、サブセットＳ１と
サブセットＳ２とで表示する白の輝度や色度、色温度が大きく異なっている。これに対し
、レンダリング処理の実行後（表２中に示されているようにサブセットＳ１の第１の赤画
素Ｒ１および青画素Ｂがそれぞれ本来の輝度の６５％、１７％をサブセットＳ２に貸して
いる。）は、表２、図８および図９に示すように、サブセットＳ１とサブセットＳ２とで
白の輝度が一致し、色度や色温度の差も小さくなっている。
【００５３】
　このように、レンダリング処理を実行することにより、２種類のサブセットＳ１および
Ｓ２のそれぞれが表示する白の輝度や色度、色温度の差を小さくすることができる。なお
、ここでは、レンダリング処理によって白の輝度差を特に優先的に小さくする場合を例示
したが、色度差や色温度差を優先的に小さくしてもよい。いずれを優先させるにせよ、輝
度、色度、色温度のすべてについて、サブセット間の差をレンダリング処理を行うことに
より小さくすることができる。
【００５４】
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　続いて、図１０を参照しながら、レンダリング処理を実行したときの副画素の点灯状態
を説明する。図１０には、サブセットＳ２を用いて黒地に白い横線を表示した場合の副画
素の点灯状態を示している。図中、白く示されている副画素は、点灯状態（黒表示以外の
状態）であることを示し、ハッチングが付されている副画素は、消灯状態（黒表示状態）
であることを示している。図１０に示すように、行Ｌ２のサブセットＳ２の画素全体（第
１副画素と第２副画素の両方）に加え、行Ｌ１およびＬ３のサブセットＳ１の一部の副画
素も点灯状態になっており、副画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行われているこ
とがわかる。
【００５５】
　比較のため、各画素が複数の副画素に分割されていない多原色液晶表示装置でレンダリ
ング処理を実行したときの画素の点灯状態を説明する。例えば図１１に示すようにサブセ
ットＳ２がサブセットＳ１の第１の赤画素Ｒ１および青画素Ｂから輝度を借りるようなレ
ンダリング処理を実行した場合、画素の点灯状態は図１２に示す通りとなる。図１２に示
すように、行Ｌ２のサブセットＳ２の画素に加え、行Ｌ１のサブセットＳ１の一部の画素
も点灯状態になっており、画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行われていることが
わかる。図１０と図１２との比較から明らかにわかるように、本実施形態のように副画素
単位で輝度の貸し借りを行うことにより、白線をより細く視認させることができるので、
なめらかで精細度の高い表示を行うことができる。
【００５６】
　なお、図７に示した例では、輝度を貸す第１の赤画素Ｒ１および青画素Ｂの明副画素は
、いずれもサブセットＳ２に隣接している。言い換えると、サブセットＳ２は、隣接した
明副画素から輝度を借りるべく、列方向に沿って一側に隣接したサブセットＳ１および他
側に隣接したサブセットＳ１のうちの一方から輝度を借りている。例えば、行Ｌ２のサブ
セットＳ２の一部（一番左側および左から三番目のサブセットＳ２）は、下側の行Ｌ３の
サブセットＳ１から輝度を借り、他のサブセットＳ２（左から二番目および一番右側のサ
ブセットＳ２）は、上側の行Ｌ１のサブセットＳ１から輝度を借りている。よりなめらか
で精細度の高い表示を行う観点からは、図７に示したように、輝度を貸す明副画素が第２
のサブセットに隣接している（つまり第２のサブセットが自身に隣接した明副画素から輝
度を借りる）ことが好ましい。
【００５７】
　ただし、第２のサブセット（輝度を借りるサブセット）は、図１３に示すように、必ず
しも隣接した明副画素から輝度を借りなくてもよい。図１３に示す例では、行Ｌ２のサブ
セットＳ２は、いずれも行Ｌ１のサブセットＳ１の明副画素から輝度を借りている。その
ため、行Ｌ２のサブセットＳ２の一部（左から二番目および一番右側のサブセットＳ２）
は、自身に隣接した明副画素から輝度を借りているが、他のサブセットＳ２（一番左側お
よび左から三番目のサブセットＳ２）は、自身に隣接しない明副画素から輝度を借りてい
る。
【００５８】
　図１３に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を図１４に示す。
図１４に示すように、行Ｌ２のサブセットＳ２の画素全体（第１副画素と第２副画素の両
方）に加え、行Ｌ１のサブセットＳ１の一部の副画素も点灯状態になっており、この場合
にも副画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行われていることがわかる。ただし、図
１０に示した場合とは異なり、点灯状態にあるサブセットＳ１の副画素には、サブセット
Ｓ２に隣接しているものだけでなく、サブセットＳ２に隣接していないものも含まれてい
る。図１３および図１４に示すように輝度の貸し借りを行った場合でも、図１１および図
１２に示したように画素単位で輝度の貸し借りを行う場合に比べると、解像度の低下を抑
制できる。
【００５９】
　上述した効果（解像度の低下を抑制する効果）を、図１５から図１９を参照しながらよ
り具体的に説明する。図１５、図１６および図１７は、それぞれ図１２、図１０および図
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１４に示した点灯状態において視認される白線の輪郭を示している。また、図１８には、
図１５に示した輪郭線Ｏ１と図１６に示した輪郭線Ｏ２とを併せて示し、図１９には、図
１５に示した輪郭線Ｏ１と図１７に示した輪郭線Ｏ３とを併せて示している。なお、図１
５から図１９中には、行Ｌ２の中心線も示している。
【００６０】
　図１５と図１６との比較および図１８から、画素単位で輝度の貸し借りを行う場合より
も、副画素単位で輝度の貸し借りを行う方が、白線が細く見えることがわかる。また、図
１５と図１７との比較および図１９からも、同様のことがわかる。このように、副画素単
位でのレンダリング処理を行うことにより、画素単位でのレンダリング処理を行う場合に
比べ、解像度の低下を抑制し、なめらかで精細度の高い表示を行うことができる。
【００６１】
　さらに、図１６と図１７との比較や、図１８と図１９との比較から、図７および図１０
に示したように、輝度を貸す明副画素のすべてが輝度を借りるサブセットＳ２に隣接して
いると、白線が細く見えるだけでなく、中心線に対する対称性を保つことができることが
わかる。つまり、輝度を貸す明副画素は、第１のサブセット（輝度を貸す明副画素を含む
方のサブセット）の画素の第１副画素および第２副画素のうち、第２のサブセット（輝度
を借りる方のサブセット）に近い方（隣接している方）の副画素であることが好ましい。
【００６２】
　（実施形態２）
　図２０に、本実施形態におけるＬＣＤ（多原色液晶表示装置）２００の画素配列を示す
。ＬＣＤ２００は、図１に示したＬＣＤ１００と同様に、第１の赤画素Ｒ１、第２の赤画
素Ｒ２、緑画素Ｇ、青画素Ｂ、黄画素Ｙｅおよびシアン画素Ｃを有している。
【００６３】
　ただし、ＬＣＤ２００では、第１の赤画素Ｒ１、黄画素Ｙｅ、青画素Ｂ、第２の赤画素
Ｒ２、緑画素Ｇおよびシアン画素Ｃが同じ行内で循環的に配列されており、サブセットＳ
１とサブセットＳ２とが行方向に沿って交互に配置されている。そのため、ＬＣＤ１００
では列方向に沿って隣接したサブセット間で輝度の貸し借りが行われるのに対し、ＬＣＤ
２００では行方向に沿って隣接したサブセット間で輝度の貸し借りが行われる。
【００６４】
　図２１および図２２に、ＬＣＤ２００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す。
まず、ＬＣＤ２００では、各画素が有する副画素の形状がＬＣＤ１００のそれとは異なる
ことに着目されたい。ＬＣＤ１００では、各画素が矩形状の２つの副画素に分割されてい
たのに対し、ＬＣＤ２００では、各画素が、画素の長辺を底辺とする二等辺三角形状の副
画素と、画素の残りの部分から構成される（２つの直角三角形から構成される）副画素と
に分割されている。本実施形態では、前者の副画素を明副画素（図中の「Ｈ」）、後者の
副画素を暗副画素（図中の「Ｌ」）として表示が行われる。
【００６５】
　図２１および図２２に示すように、サブセットＳ２は、サブセットＳ１に含まれる第１
の赤画素Ｒ１および青画素Ｂの明副画素から輝度を借りる。より具体的には、サブセット
Ｓ２は、その右側に位置するサブセットＳ１の第１の赤画素Ｒ１の明副画素から輝度を借
りるとともに、その左側に位置するサブセットＳ１の青画素Ｂの明副画素から輝度を借り
る。つまり、実施形態１におけるＬＣＤ１００では、任意の第２のサブセットが、所定の
方向に沿って一側に隣接した第１のサブセットおよび他側に隣接した第１のサブセットの
一方から輝度を借りるのに対し、本実施形態におけるＬＣＤ２００では、任意の第２のサ
ブセットは、所定の方向に沿って一側に隣接した第１のサブセットおよび他側に隣接した
第１のサブセットの両方から輝度を借りる。
【００６６】
　図２３に、サブセットＳ２を用いて黒地に白い縦線を表示した場合の副画素の点灯状態
を示す。図２３に示すように、列Ｃ３のサブセットＳ２の画素全体（第１副画素と第２副
画素の両方）に加え、列Ｃ２およびＣ４のサブセットＳ１の一部の副画素も点灯状態にな
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っており、副画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行われていることがわかる。
【００６７】
　比較のため、各画素が複数の副画素に分割されていない多原色液晶表示装置でレンダリ
ング処理を実行したときの画素の点灯状態を説明する。例えば図２４に示すようにサブセ
ットＳ２がサブセットＳ１の第１の赤画素Ｒ１および青画素Ｂから輝度を借りるようなレ
ンダリング処理を実行した場合、画素の点灯状態は図２５に示す通りとなる。図２５に示
すように、列Ｃ３のサブセットＳ２の画素に加え、列Ｃ２およびＣ４のサブセットＳ１の
一部の画素も点灯状態になっており、画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行われて
いることがわかる。図２３と図２５との比較から明らかにわかるように、本実施形態のよ
うに副画素単位で輝度の貸し借りを行うことにより、白線をより細く視認させることがで
きるので、なめらかで精細度の高い表示を行うことができる。
【００６８】
　また、図２２に示した例では、輝度を貸す第１の赤画素Ｒ１および青画素Ｂの明副画素
は、いずれもサブセットＳ２に隣接している。さらに、青画素Ｂについては、その明副画
素がサブセットＳ２に隣接するように（つまり暗副画素よりもサブセットＳ２に近いよう
に）、分割パターン（各画素を複数の副画素に分割するパターン）が他の色の画素と左右
反転されている。採用する分割パターンによっては、輝度を貸す明副画素のすべてを第２
のサブセット（輝度を借りる方のサブセット）に隣接させることが難しいことがあるが、
このように、特定の原色を表示する画素（例えば輝度を貸す副画素を含んでいる画素）と
他の画素とで分割パターンを異ならせることによって、輝度を貸す明副画素をすべて第２
のサブセットに隣接させ得る。
【００６９】
　なお、青画素Ｂの分割パターンを反転させる代わりに、図２６および図２７に示すよう
に、青画素Ｂについてのみ、明副画素と暗副画素とを入れ替えてもよい。このように、互
いに異なる形状を有する複数の副画素について、輝度の大きさの順位と形状との対応関係
を、特定の原色を表示する画素（例えば輝度を貸す副画素を含んでいる画素）と他の画素
とで異ならせることによっても、輝度を貸す明副画素をすべて第２のサブセットに隣接さ
せ得る。図２８に、サブセットＳ２を用いて黒地に白い縦線を表示した場合の副画素の点
灯状態を示す。図２８と図２５との比較から、この場合でも、白線が細く視認されること
がわかる。
【００７０】
　また、輝度を貸す第１の赤画素Ｒ１および青画素Ｂの明副画素の両方が必ずしもサブセ
ットＳ２に隣接している必要はなく、図２９に示すように、サブセットＳ２は、自身に隣
接しない明副画素からも輝度を借りてもよい。図２９に示す例では、第１の赤画素Ｒ１の
明副画素は、サブセットＳ２に隣接しているが、青画素Ｂの明副画素は、サブセットＳ２
に隣接していない。
【００７１】
　図２９に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を図３０に示す。
図３０に示すように、列Ｃ３のサブセットＳ２の画素全体（第１副画素と第２副画素の両
方）に加え、列Ｃ２およびＣ４のサブセットＳ１の一部の副画素も点灯状態になっており
、副画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行われていることがわかる。ただし、図２
３や図２８に示した場合とは異なり、点灯状態にあるサブセットＳ１の副画素には、サブ
セットＳ２に隣接しているものだけでなく、サブセットＳ２に隣接していないものも含ま
れている。図２９および図３０に示すように輝度の貸し借りを行った場合でも、図２４お
よび図２５に示したように画素単位で輝度の貸し借りを行う場合に比べると、解像度の低
下を抑制できる。勿論、解像度の低下を抑制する効果をより高くするためには、図２２お
よび図２３や図２７および図２８に示したように、輝度を貸す明副画素のすべてが輝度を
借りるサブセットＳ２に隣接していることが好ましい。
【００７２】
　上述した効果を、図３１から図３５を参照しながらより具体的に説明する。図３１、図
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認される白線の輪郭を示している。また、図３４には、図３１に示した輪郭線Ｏ４と図３
２に示した輪郭線Ｏ５とを併せて示し、図３５には、図３１に示した輪郭線Ｏ４と図３３
に示した輪郭線Ｏ６とを併せて示している。なお、図３１から図３５中には、列Ｃ３の中
心線も示している。
【００７３】
　図３１と図３２との比較および図３４から、画素単位で輝度の貸し借りを行う場合より
も、副画素単位で輝度の貸し借りを行う方が、白線が細く見えることがわかる。具体的に
は、サブセットの一列の幅をＷとしたとき、図３４に示されているように、画素単位で輝
度の貸し借りを行ったときの白線の幅が約１．７Ｗであるのに対し、副画素単位で輝度の
貸し借りを行ったときの白線の幅は約１．３Ｗである。また、図３１と図３３との比較お
よび図３５からも、同様のことがわかる。このように、副画素単位でのレンダリング処理
を行うことにより、画素単位でのレンダリング処理を行う場合に比べ、解像度の低下を抑
制し、なめらかで精細度の高い表示を行うことができる。
【００７４】
　なお、本実施形態におけるサブセットＳ２は、必ずしも第１の赤画素Ｒ１の明副画素お
よび青画素Ｂの明副画素の両方から輝度を借りる必要はない。例えば、図３６および図３
７に示すように、サブセットＳ２は、サブセットＳ１の第１の赤画素Ｒ１の明副画素から
輝度を借り、青画素Ｂの明副画素からは輝度を借りなくてもよい。この場合、サブセット
Ｓ２を用いて黒地に白い縦線を表示した場合の副画素の点灯状態は、図３８に示す通りと
なる。図３８に示すように、列Ｃ３のサブセットＳ２の画素全体に加えて列Ｃ４のサブセ
ットＳ１の一部の副画素が点灯状態になっているが、列Ｃ２のサブセットＳ１の副画素は
すべて消灯状態になっている。
【００７５】
　表３、表４および図３９に、このようなレンダリング処理の実行前と実行後について、
各画素のＹ値およびｘｙ色度と、サブセットＳ１およびＳ２のそれぞれによって表示され
る白のＹ値（輝度）、ｘｙ色度および色温度とを示す。
【００７６】

【表３】

【００７７】
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【表４】

【００７８】
　表３、表４および図３９からわかるように、レンダリング処理を行う（表４中に示され
ているようにサブセットＳ１の第１の赤画素Ｒ１が本来の輝度の３２％をサブセットＳ２
に貸している。）ことにより、サブセットＳ１とサブセットＳ２とで表示する白の輝度や
色度、色温度の差が小さくなっている。
【００７９】
　なお、各画素の分割パターン（画素の分割数や副画素の形状）は、ここまで例示したも
のに限定されず、図４０（ａ）～（ｆ）に示しているような種々のものであり得る。例え
ば、副画素の形状は、図４０（ａ）および（ｆ）に示しているような矩形であってもよい
し、図４０（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）に示しているような台形であってもよく、図４０
（ｅ）に示しているような三角形であってもよい。
【００８０】
　また、本願明細書では、輝度を貸す明副画素と輝度を借りるサブセットとの位置関係を
特定する際、画素を等分する中心線を引いたときに明副画素の面積がいずれの側でより大
きいかを考慮する。そして、明副画素は、明副画素の面積が大きい方の側に位置するサブ
セットに対して「隣接」していると表現される。例えば、図４１に示す場合、明副画素の
面積は、中心線ＣＬ１の右側よりも左側で大きく、中心線ＣＬ２の下側よりも上側で大き
い。そのため、図４１に示す明副画素は、画素の左側に位置するサブセットおよび上側に
位置するサブセットに対して隣接している。また、図４０（ａ）、（ｃ）、（ｄ）および
（ｅ）に示した例では、明副画素は画素の左側に位置するサブセットに隣接し、図４０（
ｂ）に示した例では、明副画素は画素の左側に位置するサブセットおよび上側に位置する
サブセットに隣接する。また、図４０（ｆ）に示した例では、明副画素は画素の左側に位
置するサブセットおよび下側に位置するサブセットに隣接する。
【００８１】
　（実施形態３）
　図４２に、本実施形態におけるＬＣＤ（多原色液晶表示装置）３００の画素配列を示す
。ＬＣＤ３００は、図４２に示すように、赤を表示する赤画素Ｒ、緑を表示する緑画素Ｇ
、青を表示する青画素Ｂ、シアンを表示するシアン画素Ｃ、マゼンタを表示するマゼンタ
画素Ｍおよび黄を表示する黄画素Ｙｅを有している。これら複数の画素は、シアン画素Ｃ
、マゼンタ画素Ｍおよび黄画素Ｙｅを含むサブセットＳ１と、赤画素Ｒ、緑画素Ｇおよび
青画素Ｂを含むサブセットＳ２とを構成し得る。本実施形態では、シアン画素Ｃ、マゼン
タ画素Ｍおよび黄画素Ｙｅが循環的に配列された画素行と、赤画素Ｒ、緑画素Ｇおよび青
画素Ｂが循環的に配列された画素行とが列方向に沿って交互に配置されているので、行方
向に沿ってはサブセットＳ１またはサブセットＳ２が連続して配置され、列方向に沿って
はサブセットＳ１とサブセットＳ２とが交互に配置されている。
【００８２】
　図４３および図４４に、ＬＣＤ３００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す。
図４３および図４４に示すように、サブセットＳ２は、サブセットＳ１に含まれるシアン
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画素Ｃ、マゼンタ画素Ｍおよび黄画素Ｙｅの明副画素から輝度を借りる。より具体的には
、サブセットＳ２は、その上側に位置するサブセットＳ１およびその下側に位置するサブ
セットＳ１の一方のシアン画素Ｃおよび黄画素Ｙｅの明副画素から輝度を借りるとともに
、他方のマゼンタ画素Ｍの明副画素から輝度を借りる。つまり、本実施形態におけるＬＣ
Ｄ３００では、任意の第２のサブセットは、所定の方向に沿って一側に隣接した第１のサ
ブセットおよび他側に隣接した第１のサブセットの両方から輝度を借りる。
【００８３】
　表５、表６、図４５および図４６に、このようなレンダリング処理の実行前と実行後に
ついて、各画素のＹ値およびｘｙ色度と、サブセットＳ１およびＳ２のそれぞれによって
表示される白のＹ値（輝度）、ｘｙ色度および色温度とを示す。
【００８４】
【表５】

【００８５】
【表６】

【００８６】
　レンダリング処理の実行前は、表５、図４５および図４６に示すように、サブセットＳ
１とサブセットＳ２とで表示する白の輝度や色度、色温度が大きく異なっている。これに
対し、レンダリング処理の実行後（表６中に示されているようにサブセットＳ１のシアン
画素Ｃ、マゼンタ画素Ｍおよび黄画素Ｙｅがそれぞれ本来の輝度の１４％をサブセットＳ
２に貸している。）は、表６、図４５および図４６に示すように、サブセットＳ１とサブ
セットＳ２とで白の輝度が一致し、色度や色温度の差も小さくなっている。
【００８７】
　図４７に、サブセットＳ２を用いて黒地に白い横線を表示した場合の副画素の点灯状態
を示す。図４７に示すように、行Ｌ２のサブセットＳ２の画素全体（第１副画素と第２副
画素の両方）に加え、行Ｌ１およびＬ３のサブセットＳ１の一部の副画素も点灯状態にな
っており、副画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行われていることがわかる。
【００８８】
　比較のため、各画素が複数の副画素に分割されていない多原色液晶表示装置でレンダリ
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ング処理を実行したときの画素の点灯状態を説明する。例えば図４８に示すようにサブセ
ットＳ２がサブセットＳ１のシアン画素Ｃ、マゼンタ画素Ｍおよび黄画素Ｙｅから輝度を
借りるようなレンダリング処理を実行した場合、画素の点灯状態は図４９に示す通りとな
る。図４９に示すように、行Ｌ２のサブセットＳ２の画素に加え、行Ｌ１のサブセットＳ
１の画素も点灯状態になっており、画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行われてい
ることがわかる。図４７と図４９との比較から明らかにわかるように、本実施形態のよう
に副画素単位で輝度の貸し借りを行うことにより、白線をより細く視認させることができ
るので、なめらかで精細度の高い表示を行うことができる。
【００８９】
　なお、図４４に示した例では、輝度を貸すシアン画素Ｃ、マゼンタ画素Ｍおよび黄画素
Ｙｅの明副画素は、いずれもサブセットＳ２に隣接しているが、図５０に示すように、サ
ブセットＳ２は、自身に隣接しない明副画素からも輝度を借りてもよい。図５０に示す例
では、ある１つのサブセットＳ２に着目すると、シアン画素Ｃおよび黄画素Ｙｅの明副画
素と、マゼンタ画素Ｍの明副画素の一方はサブセットＳ２に隣接しているが、他方は、サ
ブセットＳ２に隣接していない。
【００９０】
　図５０に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を図５１に示す。
図５１に示すように、行Ｌ２のサブセットＳ２の画素全体（第１副画素と第２副画素の両
方）に加え、行Ｌ１のサブセットＳ１の一部の副画素も点灯状態になっており、副画素単
位で輝度を貸すレンダリング処理が行われていることがわかる。ただし、図４７に示した
構成とは異なり、点灯状態にあるサブセットＳ１の副画素には、サブセットＳ２に隣接し
ているものだけでなく、サブセットＳ２に隣接しないものも含まれている。図５０および
図５１に示すように輝度の貸し借りを行った場合でも、図４８および図４９に示したよう
に画素単位で輝度の貸し借りを行う場合に比べると、解像度の低下を抑制できる。勿論、
解像度の低下を抑制する効果をより高くするためには、図４４および図４７に示したよう
に、輝度を貸す明副画素のすべてが輝度を借りるサブセットＳ２に隣接していることが好
ましい。
【００９１】
　（実施形態４）
　図５２に、本実施形態におけるＬＣＤ（多原色液晶表示装置）４００の画素配列を示す
。ＬＣＤ４００は、図５２に示すように、赤を表示する赤画素Ｒ、緑を表示する緑画素Ｇ
、青を表示する青画素Ｂ、シアンを表示するシアン画素Ｃおよび黄を表示する黄画素Ｙｅ
を有している。これら複数の画素は、赤画素Ｒ、緑画素Ｇおよびシアン画素Ｃを含むサブ
セットＳ１と、青画素Ｂおよび黄画素Ｙｅを含むサブセットＳ２とを構成し得る。本実施
形態では、シアン画素Ｃ、緑画素Ｇ、赤画素Ｒ、黄画素Ｙｅおよび青画素Ｂが同じ行内で
循環的に配列されており、サブセットＳ１とサブセットＳ２とが行方向に沿って交互に配
置されている。
【００９２】
　図５３および図５４に、ＬＣＤ４００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す。
図５３（ａ）および図５４に示すように、サブセットＳ２は、サブセットＳ１に含まれる
赤画素Ｒの明副画素から輝度を借りる。また、図５３（ｂ）および図５４に示すように、
サブセットＳ１は、サブセットＳ２に含まれる青画素Ｂの明副画素から輝度を借りる。実
施形態１、２および３におけるＬＣＤ１００、２００および３００では、２種類のサブセ
ットの一方が他方から一方的に輝度を借りるのに対し、本実施形態におけるＬＣＤ４００
では、２種類のサブセットが互いに輝度を貸し、互いに輝度を借りる。図５３（ａ）に示
す場合、サブセットＳ１が輝度を貸す方の「第１のサブセット」であり、サブセットＳ２
は輝度を借りる方の「第２のサブセット」である。一方、図５３（ｂ）に示す場合、サブ
セットＳ２が輝度を貸す方の「第１のサブセット」であり、サブセットＳ１は輝度を借り
る方の「第２のサブセット」である。
【００９３】



(21) JP 5044656 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

　表７、表８、図５５および図５６に、上述したようなレンダリング処理の実行前と実行
後について、各画素のＹ値およびｘｙ色度と、サブセットＳ１およびＳ２のそれぞれによ
って表示される白のＹ値（輝度）、ｘｙ色度および色温度とを示す。
【００９４】
【表７】

【００９５】
【表８】

【００９６】
　レンダリング処理の実行前は、表７および図５６に示すように、サブセットＳ１とサブ
セットＳ２とで表示する白の色度および色温度が大きく異なっている。これに対し、レン
ダリング処理の実行後（表８中に示されているようにサブセットＳ１の赤画素Ｒが本来の
輝度の７％をサブセットＳ２に貸し、サブセットＳ２の青画素Ｂが本来の輝度の１７％を
サブセットＳ１に貸している。）は、表８および図５６に示すように、サブセットＳ１と
サブセットＳ２とで白の色度および色温度の差が小さくなっている。なお、ここで示した
例では、表７および図５５に示すように、サブセットＳ１とサブセットＳ２とで白の輝度
はもともとほぼ一致しているので、レンダリング処理の前後で白の輝度はほとんど変わら
ない。
【００９７】
　図５７に、サブセットＳ２を用いて黒地に白い縦線を表示した場合の副画素の点灯状態
を示す。図５７に示すように、列Ｃ３のサブセットＳ２の画素全体（第１副画素と第２副
画素の両方）に加え、列Ｃ２のサブセットＳ１の一部の副画素も点灯状態になっており、
副画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行われていることがわかる。また、図５８に
、サブセットＳ１を用いて黒地に白い縦線を表示した場合の副画素の点灯状態を示す。図
５８に示すように、列Ｃ２のサブセットＳ１の画素全体（第１副画素と第２副画素の両方
）に加え、列Ｃ１のサブセットＳ２の一部の副画素も点灯状態になっており、副画素単位
で輝度を貸すレンダリング処理が行われていることがわかる。このように、副画素単位で
輝度の貸し借りを行うことにより、白線をより細く視認させることができるので、なめら
かで精細度の高い表示を行うことができる。
【００９８】
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　なお、図５４に示した例では、サブセットＳ２に輝度を貸す赤画素Ｒの明副画素はサブ
セットＳ２に隣接し、サブセットＳ１に輝度を貸す青画素Ｂの明副画素はサブセットＳ１
に隣接しているが、図５９に示すように、サブセットＳ１およびＳ２は、自身に隣接しな
い明副画素から輝度を借りてもよい。図５９に示す例では、赤画素Ｒの明副画素はサブセ
ットＳ２に隣接していないし、青画素Ｂの明副画素はサブセットＳ１に隣接していない。
【００９９】
　図５９に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を図６０および図
６１に示す。図６０に示すように、列Ｃ３のサブセットＳ２の画素全体（第１副画素と第
２副画素の両方）に加え、列Ｃ２のサブセットＳ１の一部の副画素も点灯状態になってお
り、副画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行われていることがわかる。ただし、図
５７に示した構成とは異なり、点灯状態にあるサブセットＳ１の副画素は、サブセットＳ
２に隣接していない。また、図６１に示すように、列Ｃ２のサブセットＳ１の画素全体（
第１副画素と第２副画素の両方）に加え、列Ｃ１のサブセットＳ２の一部の副画素も点灯
状態になっており、副画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行われていることがわか
る。ただし、図５８に示した構成とは異なり、点灯状態にあるサブセットＳ２の副画素は
、サブセットＳ１に隣接していない。
【０１００】
　図６０および図６１に示すように輝度の貸し借りを行った場合でも、画素単位で輝度の
貸し借りを行う場合に比べると、解像度の低下を抑制できる。勿論、解像度の低下を抑制
する効果をより高くするためには、図５４、図５７および図５８に示したように、輝度を
貸す明副画素が輝度を借りるサブセットに隣接していることが好ましい。
【０１０１】
　（実施形態５）
　図６２に、本実施形態におけるＬＣＤ（多原色液晶表示装置）５００の画素配列を示す
。ＬＣＤ５００は、実施形態４におけるＬＣＤ４００と同様に、赤画素Ｒ、緑画素Ｇ、青
画素Ｂ、シアン画素Ｃおよび黄画素Ｙｅを有しており、シアン画素Ｃ、緑画素Ｇ、赤画素
Ｒ、黄画素Ｙｅおよび青画素Ｂは同じ行内で循環的に配列されている。ただし、本実施形
態では、隣接する行間で画素配列のピッチが半分ずつずれているので、サブセットＳ１と
サブセットＳ２とが行方向に沿っても交互に配置されているし、列方向に沿っても交互に
配置されている。つまり、サブセットＳ１およびサブセットＳ２が市松状に配列されてい
る。
【０１０２】
　図６３に、ＬＣＤ５００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す。図６３に示す
ように、サブセットＳ２は、サブセットＳ１に含まれる赤画素Ｒの明副画素から輝度を借
り、サブセットＳ１は、サブセットＳ２に含まれる青画素Ｂの明副画素から輝度を借りる
。
【０１０３】
　図６４に、サブセットＳ２を用いて黒地に白い斜線を表示した場合の副画素の点灯状態
を示す。図６４に示すように、サブセットＳ２の画素全体（第１副画素と第２副画素の両
方）に加え、サブセットＳ１の一部の副画素も点灯状態になっており、副画素単位で輝度
を貸すレンダリング処理が行われていることがわかる。また、図６５に、サブセットＳ１
を用いて黒地に白い斜線を表示した場合の副画素の点灯状態を示す。図６５に示すように
、サブセットＳ１の画素全体（第１副画素と第２副画素の両方）に加え、サブセットＳ２
の一部の副画素も点灯状態になっており、副画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行
われていることがわかる。
【０１０４】
　なお、図６３には、行方向に沿って隣接したサブセット間で輝度の貸し借りを行う例を
示したが、図６６に示すように、列方向に沿って隣接したサブセット間で輝度の貸し借り
を行ってもよい。図６６に示すような輝度の貸し借りを行ったときの副画素の点灯状態を
図６７および図６８に示す。図６７は、サブセットＳ２を用いて黒地に白い斜線を表示し
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た場合を示し、図６８は、サブセットＳ１を用いて黒地に白い斜線を表示した場合を示し
ている。図６７および図６８から、一方のサブセットの画素全体に加え、他方のサブセッ
トの一部の副画素も点灯状態になっており、副画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が
行われていることがわかる。
【０１０５】
　（実施形態６）
　図６９に、本実施形態におけるＬＣＤ（多原色液晶表示装置）６００の画素配列を示す
。ＬＣＤ６００は、実施形態１におけるＬＣＤ１００と同様に、第１の赤画素Ｒ１、第２
の赤画素Ｒ２、緑画素Ｇ、青画素Ｂ、黄画素Ｙｅおよびシアン画素Ｃを有している。ただ
し、本実施形態では、第１の赤画素Ｒ１、黄画素Ｙｅ、青画素Ｂ、第２の赤画素Ｒ２、緑
画素Ｇおよびシアン画素Ｃが同じ行内で循環的に配列されており、且つ、隣接する行間で
画素配列のピッチが半分ずつずれているので、サブセットＳ１とサブセットＳ２とが行方
向に沿っても交互に配置されているし、列方向に沿っても交互に配置されている。つまり
、サブセットＳ１およびサブセットＳ２が市松状に配列されている。
【０１０６】
　図７０および図７１に、ＬＣＤ６００における輝度の貸し借りの様子を模式的に示す。
図７０および図７１に示すように、サブセットＳ２は、サブセットＳ１に含まれる第１の
赤画素Ｒ１および青画素Ｂの明副画素から輝度を借りる。
【０１０７】
　図７２に、サブセットＳ２を用いて黒地に白い斜線を表示した場合の副画素の点灯状態
を示す。図７２に示すように、サブセットＳ２の画素全体（第１副画素と第２副画素の両
方）に加え、サブセットＳ１の一部の副画素も点灯状態になっており、副画素単位で輝度
を貸すレンダリング処理が行われていることがわかる。
【０１０８】
　なお、図７０および図７１には、列方向に沿って隣接したサブセット間で輝度の貸し借
りを行う例を示したが、図７３および図７４に示すように、行方向に沿って隣接したサブ
セット間で輝度の貸し借りを行ってもよい。図７０および図７１に示した例では、サブセ
ットＳ２は、列方向に沿って隣接したサブセットＳ１に含まれる第１の赤画素Ｒ１および
青画素Ｂの明副画素から輝度を借りるのに対し、図７３および図７４に示す例では、サブ
セットＳ２は、行方向に沿って隣接したサブセットＳ１に含まれる第１の赤画素Ｒ１およ
び青画素Ｂの明副画素から輝度を借りる。図７３および図７４に示すような輝度の貸し借
りを行ったときの副画素の点灯状態を図７５に示す。図７５は、サブセットＳ２を用いて
黒地に白い斜線を表示した場合を示しており、サブセットＳ２の画素全体（第１副画素と
第２副画素の両方）に加え、サブセットＳ１の一部の副画素も点灯状態になっており、副
画素単位で輝度を貸すレンダリング処理が行われていることがわかる。
【０１０９】
　続いて、表示における「ちらつき」を抑制するための好ましい駆動方法を説明する。典
型的なＬＣＤでは、信頼性の問題の観点から画素の液晶層に印加される電圧が交流電圧と
なるように設定されている（「交流駆動法」といわれることがある。）。すなわち、画素
電極と対向電極との電位の大小関係が一定時間毎に反転し、液晶層に印加される電界の向
き（電気力線の向き）が一定時間毎に反転するように設定されている。対向電極と画素電
極とを異なる基板に設けた典型的なＬＣＤでは、液晶層に印加される電界の向きは光源側
から観測者側、観測者側から光源側へと反転する。
【０１１０】
　液晶層に印加される電界の向きの反転の周期は、典型的にはフレーム期間（例えば１６
．６６７ｍｓ）の２倍（例えば３３．３３３ｍｓ）である。すなわち、液晶表示装置では
表示する１枚の画像（フレーム画像）毎に液晶層に印加される電界の向きが反転している
ことになる。従って、静止画を表示する場合、各々の電界の向きで電界強度（印加電圧）
が正確に一致していなければ、すなわち、電界の向きが変わるたびごとに電界強度が変化
すれば、電界強度の変化に伴って画素の輝度が変化してしまい、表示がちらつくという問
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題が発生する。
【０１１１】
　このちらつきを防止するためには、各々の電界の向きの電界強度（印加電圧）を正確に
一致させる必要がある。しかしながら、工業的に生産されるＬＣＤにおいては、各々の電
界の向きについて電界強度を正確に一致させることは困難であるため、表示領域内に互い
に異なる電界の向きを有する画素を隣接して配置することにより、画素の輝度が空間的に
平均される効果を利用することによって、ちらつきを低減している。この方法は、一般的
には、「ドット反転」あるいは「ライン反転」と呼ばれている。なお、これらの「反転駆
動」には、反転する画素周期が１画素単位での市松模様状の反転（１行ごとおよび１列ご
との極性反転）のもの（１ドット反転）、あるいは１ライン状の反転（１行ごとの反転）
のもの（１ライン反転）だけでなく、２行ごとおよび１列ごとの極性反転（２行１列ドッ
ト反転）等様々な形態があり、必要に応じて適宜設定される。
【０１１２】
　本実施形態におけるＬＣＤ６００では、図７６に示すように、６種類の画素が行方向（
複数のソースラインが所定のピッチで配置されている方向であり、図中にソースライン方
向ＳＬとして示している。）に沿って規則的に配列されている。そのため、ドット反転駆
動を行うと、赤以外の原色については、液晶層に印加される電界の向きが行方向に揃って
しまう。図７６には、液晶層に印加される電界の向き（極性）を、「＋」、「－」で示し
ており、「＋」と「－」とでは液晶層に印加されている電界の向きが逆である。図示して
いる例では、緑画素Ｇや青画素Ｂについては極性が「－」に揃い、シアン画素Ｃや黄画素
Ｙｅについては極性が「＋」に揃っている。そのため、単色表示を行うとちらつき（フリ
ッカー）が視認されやすくなる。
【０１１３】
　これに対し、図７７に示すように、２列ごとのライン反転駆動（２ソースライン反転駆
動）を行うと、各原色について電界の向き（極性）が反転される。図示している例では、
緑画素Ｇや黄画素Ｙｅ、青画素Ｂについては左から右に向かうにつれて極性が「＋」、「
－」と反転し、シアン画素Ｃについては左から右に向かうにつれて極性が「－」、「＋」
と反転している。そのため、単色表示を行うときのちらつきの発生を抑制することができ
る。
【０１１４】
　このように、第１のサブセットおよび第２のサブセットが、所定の方向（行方向や列方
向）に沿って交互に配置されており、且つ、それぞれのサブセット内で画素がその方向に
沿って配列されている場合には、第１のサブセットに含まれる画素の数および第２のサブ
セットに含まれる画素の数の合計が偶数（例えば例示しているような６個）であると、各
原色について液晶層に印加される電界の向きが揃ってしまうので、単色表示を行ったとき
にちらつきが発生しやすい。そのため、各画素の液晶層に印加される電界の方向を、２種
類のサブセットが交互に配置されている方向において２画素ごとに反転することが好まし
い。これにより、各原色について液晶層に印加される電界の向きを反転させることができ
、ちらつきの発生を抑制することができる。
【０１１５】
　なお、図７７に示す例では、明副画素は市松状には配置されておらず、画素内における
明副画素の位置は、行方向に沿っては２列ごとに入れ替わっている。つまり、副画素の輝
度順位と列方行における副画素の配列との対応関係が、行方向に沿って２列ごとに変化し
ている。勿論、図７７に示すような反転駆動を行う場合でも、明副画素を市松状に配置し
てもよい。ただし、図４に示したように、複数の副画素のそれぞれに補助容量を設け、容
量分割を利用して各副画素に印加される実効電圧を異ならせる構成を採用し、且つ、２ソ
ースライン反転駆動を行う場合には、図７７に例示したように、画素内における明副画素
の位置を行方向に沿って２列ごとに入れ替わらせる方が、実現が容易である。
【０１１６】
　図７８および図７９に、図７７に示した構成における輝度の貸し借りの様子を模式的に
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示す。図７８および図７９に示すように、サブセットＳ２は、サブセットＳ１に含まれる
第１の赤画素Ｒ１および青画素Ｂの明副画素から輝度を借りる。
【０１１７】
　図８０に、サブセットＳ２を用いて黒地に白い斜線を表示した場合の副画素の点灯状態
を示す。図８０に示すように、サブセットＳ２の画素全体（第１副画素と第２副画素の両
方）に加え、サブセットＳ１の一部の副画素も点灯状態にあり、副画素単位で輝度を貸す
レンダリング処理が行われていることがわかる。
【０１１８】
　上記実施形態１から６で説明したように、本発明による多原色液晶表示装置では、副画
素単位で輝度を貸し借りするレンダリング処理を行うことにより、解像度の低下が抑制さ
れたきめ細やかな表示を実現することができる。なお、本発明による多原色液晶表示装置
が表示に用いる原色の数や、各サブセットに含まれる画素の数や種類、さらには各サブセ
ットおよび画素の具体的な配置などは、上記実施形態１から６で例示したものに限定され
ない。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
　本発明によると、多原色液晶表示装置において従来よりもなめらかで精細度の高い表示
が実現される。本発明は、４つ以上の原色を用いて表示を行う多原色液晶表示装置全般に
広く用いられる。
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发明的多原色液晶显示装置是使用四种或更多种原色进行显示的多原色
液晶显示装置，包括构成至少两种类型的子集的多个像素，以及至少两
种类型的子集。可以执行渲染处理，其中包括在L1的第一子集中的至少
一个像素向第二子集提供强度。多个像素中的每个像素具有可以呈现不
同亮度的第一子像素和第二子像素，并且第二子集是至少一个像素的第
一和第二子像素中的一个。从表现出高亮度的子像素借用亮度。
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